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国東市体育施設の一部及び国東市国見 B＆G 海洋センター 

指定管理業務仕様書 

 

本書は、「国東市体育施設の一部及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理者募集要

項」と一体のものであり、国東市体育施設の一部（国見野球場 国見陸上競技場 国見パ

ークゴルフ場 以下「国東市国見体育施設」という。）及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センター

の管理運営業務を指定管理者が行うに当り、市長及び教育委員会（以下、「市」という。）

が指定管理者に要求する管理運営の業務内容及び基準等を示すものです。 

 

第１  国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの基本方針等 

１ 基本事項 

（１）設置目的 

市民の体育、レクリエーション等のための場を与え、市民の健康増進を図り、海 

洋性スポーツ、レクリエーションを通じて、住民の福祉の増進及び精神力と体力、 

人間性豊かな青少年の育成を図ることを目的とする。 

（２）対象施設概要 

ア 国東市国見体育施設（国東市国見町伊美４０９５番地） 

（ア） 国見野球場 14,400 ㎡  

（夜間照明・球場倉庫）管理棟（本部室・放送室２・審判控室２・トイレ付） 

（イ） 国見陸上競技場 15,000 ㎡  

（夜間照明・トイレ付）ソフトボール 4面 300m トラック サッカー・ラ 

グビー１面倉庫１ 

（ウ） 国見パークゴルフ場 8,904 ㎡ 18 ホール 

イ 国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センター（国東市国見町伊美３８８４番地） 

   （ア）アリーナ 1,093 ㎡ （トイレ付）バスケットコート 1面 バレーコート 2面 

バドミントンコート 2面 

   （イ）第２体育館 476 ㎡ 剣道場・柔道場 1 面 

   （ウ）会議室及び事務室 会議室（40 名程度） 事務室（4名収容） 

   （エ）更衣室 （男・女 ロッカー各 100 設置） 

   （オ）プール 874 ㎡ 25ｍ×6コース（水深 1.1m～1.2m） 

10Ⓜｍ×6ｍ（水深 0.5m～0.6m）幼児用  

（カ）倉庫 98 ㎡ （プール裏手） 

ウ 国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センター（国東市国見町伊美４３０３番地２８） 

（ア）艇庫 300 ㎡（一部３階建）  

 

２ 管理運営に関する基本的事項 

 指定管理者制度は、従来の公の施設の管理委託制度とは異なり指定管理者が施設の管理

権限と責任を有し、施設の管理を代行する制度である。指定管理者は、施設の適正な管理

を確保しつつ、市民サービスの質の向上を図っていく必要がある。指定管理者は、国東市
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国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理運営するに当っては、次の事項に

留意して円滑に実施する。なお市は施設の設置者及び運営者として、必要に応じて指定管

理者に対して指示等を行う。 

（１）国東市体育施設条例、国東市体育施設条例施行規則、国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条

例、国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則、国東市の公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例、国東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施

行規則、国東市情報公開条例、地方自治法及び同法施行令、労働関係法令及びその他

の関連する法令等の内容を十分に理解し、法令に基づいた運営を行うこと。 

（２）国東市個人情報保護法施行条例に基づき、個人情報の保護を徹底すること。 

（３）公の施設であることを常に念頭において、公平な管理運営を行うこととし、特定の

団体等の有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

（４）利用者・来場者の意見を管理運営に反映させ、来場者の満足度を高めていくこと。 

（５）省エネルギーに努めるとともに廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理を行う

こと。 

（６）市と密接に連携を図りながら管理運営を行うこと。 

 

３ 自主事業の考え方 

 指定管理者は、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置目

的に合致し、かつ、管理業務を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、

自主事業を実施することができるものとします。 

（１）指定管理者は、施設内等で行う自主事業（民間事業者との共催を含む。）について、

施設の設置目的を果たすために、施設使用許可基準の範囲内で指定管理者の創意工夫

で事業を行うことができる。 

（２）事業は管理計画に基づき行うこととする。なお、管理計画に変更がある場合は、あ  

らかじめ市と協議を行うこととする。 

（３）自主事業を行う場合の施設等の使用については、一般利用者における国東市国見体

育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用に影響がないように配慮することと

する。 

 

第２ 指定管理者が行う業務の範囲等 

１ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用の許可、受付及び案内 

に関する業務 

（１）利用時間 

（２）休業日 

（３）施設の利用の制限に関する事項 

（４）利用料金の設定 

（５）利用料金の徴収 

（６）利用の受付、許可 

（７）施設の案内 

（８）緊急時の対応 
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２ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの維持管理及び修繕に関する 

業務 

（１）施設の保守管理業務 

（２）設備機器等の保守管理業務 

（３）設備機器等の運転操作及び監視業務 

（４）備品等管理業務 

（５）清掃業務 

（６）保安警備業務 

（７）その他の業務 

（８）維持管理計画書の作成 

（９）施設・設備等整備不良による損害賠償 

 

３ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用の促進に関する業務 

（１）広報業務 

（２）誘致業務 

 

４ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの運営管理業務 

（１）施設の利用規程の作成 

（２）組織及び人員配置 

（３）事業計画書の作成 

（４）事業報告書の作成 

（５）事業評価業務 

（６）関係機関との連絡調整 

（７）指定期間終了後の引継ぎ業務 

 

５ その他、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理運営に必要な 

業務 

（１）個人情報保護業務 

（２）監査 

（３）指定管理業務期間の前に行う業務 

（４）保険への加入 

第３ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用の許可、受付及び案

内に関する業務の基準 

１ 利用時間及び休業日 

   国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用時間は、原則として 

国東市体育施設条例施行規則及び国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の規定の 

とおりとする。 

ただし、市の承認を得て、利用時間を変更することができる。 

 

２ 利用の制限 

（１）指定管理者は、国東市体育施設条例第７条、及び国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例 
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第６条の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。 

（２）指定管理者は、利用の許可を受けた者が、次の各号いずれかに該当するときは、

利用条件の変更、使用の停止、許可の取消し、退去を命ずることができる。 

 ア 国東市体育施設条例及び国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例又はこの条例に基づく 

教育委員会規則に違反したとき 

イ 国東市体育施設条例及び国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の規定による利用の許 

可の条件に違反したとき 

 ウ 公益上又は施設の運営・管理上支障があるとき及び偽りその他不正な手段によ 

り利用の許可を受けたとき 

 

３ 利用料金の設定 

（１）国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用料金は、原則とし 

て国東市体育施設条例及び国東市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の規定のとおりとする。 

ただし、市の承認を得て、利用料金を変更することができる。 

また、利用料金を変更する場合は、利用者に対しての説明や新料金の施行に当っ 

   て一定の周知期間を設けるなど適切な対応を行うこと。 

（２）指定管理者は、公益上のその他特別の理由があると認めるときは、市の承認を得 

て、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用料金を減額し、 

又は免除することができる。 

 

４ 利用料金の徴収 

  指定管理者は、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用に係る 

料金の収入を自己の収入として徴収する。 

 

５ 利用の受付、許可 

（１）受付・許可等は、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターで行う。 

（２）利用許可申請書の受付、利用の許可、利用の取消し、利用料金の還付手続きを行 

う。 

（３）受付は営業時に行う。 

（４）利用申請書等の書類は、指定管理者において作成すること。 

 

６ 施設の案内 

（１）指定管理者は、施設の利用の手引きを作成するとともに利用者が行う諸届出につ 

いて必要な助言を行うこと。 

（２）電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこと。 

（３）施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応を 

すること。また、その内容を市へ報告すること。 

 

７ 附属設備、備品の準備及び使用方法と注意事項の説明 

   利用者の申請に基づき、必要な備品や設備が円滑に利用できるよう指導、助言等の 

支援を行うこと。 
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８ 緊急時の対応 

（１）指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等に 

ついての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応すること。 

（２）国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用者等の急な病気、 

怪我等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行 

うこと。 

 

第４ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの維持管理及び修繕に関す 

る業務の基準 

  指定管理者は、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センター施設及び設備 

の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が常に円滑に行われるように、施設及び設 

備の日常点検、保守及び法定の環境測定等の保守管理業務を行うこと。 

 

１ 施設保守管理業務 

 指定管理者は、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターを適切に運 

営するために、日常的に点検を行い、現状を維持し、かつ美観を保つこと。また、指 

定管理者は、施設を安全、かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めるとともに、 

建築物等の不具合（軽微な場合を除く。）を発見した際には、速やかに市に連絡するこ 

と。原則として見積額２０万円未満の修繕については、指定管理者の負担とするが、 

詳細については、協定書で定める。 

 

２ 設備機器の保守管理業務 

（１）設備機器の法定点検及び初期性能、機能保持のため、外観点検、機能点検、機器 

動作特性試験、整備業務等を行うこと。 

（２）故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかに修 

繕工事を行うこと。原則として見積額２０万円未満の修繕については、指定管理者 

の負担とするが、詳細については、協定書で定める。 

（３）設備機器の保守点検業務に要する経費は、原則として指定管理者の負担とするが、 

詳細については、協定書で定める。 

 

３ 設備機器の運転操作及び監視業務 

   設備の適正な運用を図るために行う監視業務並びにこれに関連する電力、用水、ガ 

ス等の需給状況を把握すること。また、適切な運転記録をとること。設備機器の稼動 

に当っては、誤操作による故障等が起きないように、適切な運転を行うとともにエネ 

ルギー経費の削減に努めること。 

 

４ 備品等管理業務 

（１）指定管理者は、市の所有する物品について適切に操作並びに取り扱うとともに、

国東市公有財産規則（平成１８年規則第７３号）及び関係例規に基づき適切に管理

すること。 

（２）指定管理者は、利用に支障をきたさないよう備品の管理を行うとともに不具合が
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生じた備品について、原則として見積額２０万円未満の修繕については、指定管理

者が修繕を行うこと。 

（３）指定管理者が管理する市の物品については、更新が必要な場合は、市に報告する

こと。 

 

５ 清掃業務 

良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適な空間を保つために必要

な清掃業務を実施すること。 

（１）日常清掃 

 清掃の実施頻度等その内容については、指定管理者が施設の利用頻度等に応じて、

適切に設定すること。衛生消耗品類は、常に補充された状態にすること。 

（２）定期清掃 

 日常清掃では実施しにくい床洗浄ワックス塗布等を確実に行うため、指定管理者

が施設の利用頻度に応じた定期清掃を行うこと。 

（３）特別清掃 

 指定管理者は、日常清掃及び定期清掃のほかに、必要に応じて清掃を実施し、施

設の適切な環境衛生、美観の維持に努めること。 

 

６ 保守警備業務 

（１）国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの防犯、防火及び防災に 

万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保した保安警備業務を行うこと。 

（２）巡回業務を行い、異常の有無の確認及び火災点検を行うこと。 

（３）防火管理者（責任者）を設置すること。 

 

７ その他の業務 

  指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌を作成し、一定期

間保管し、市等の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

８ 修繕等の経費負担区分 

  施設の改修、設備の更新、大規模な修繕等については、指定管理者と市が協議の上、

負担を決定するものとする。 

 

９ 維持管理計画の作成 

  指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく測定・検査、

調査等）を作成し、市に提出すること。 

 

１０ 施設等整備不備による損害賠償 

（１）施設・設備の維持管理の不備等指定管理者の責により、利用者へ被害又は財物等

に損害を与えた場合は、原則として指定管理者において賠償すること。 
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第５ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用の促進に関する業務 

の基準 

１ 広報業務 

 指定管理者は、施設の PR 及び情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の 

作成配布等を行うこと。 

（１）施設案内パンフレットの作成・配布 

（２）必要に応じて、情報誌等の作成・配布 

（３）国見体育施設及び国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの業務等を紹介する資料の作成並びに 

配布。 

 

２ 誘致業務 

施設の利用率を高めるため、新規顧客の開拓等有効な誘致活動を行うこと。 

 

第６ 運営管理業務の基準 

１ 施設の利用規程の作成 

 指定管理者は、施設の利用規程その他管理に関する規程を定め、市に報告すること。 

 

２ 組織及び人員配置 

（１）配置人員等 

ア 施設等の運営及び管理に関する業務については国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センター

のプール監視員を含め、施設で実施する自主事業に関する業務に従事するために

必要な業務執行体制を確保すること。 

   イ 労働基準法等を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適切

な人数の職員を配置すること。 

   ウ 施設長相当職を１名以上配置すること。 

エ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利

用者の要望に応えられるものにすること。 

   オ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理運営に当り法令

等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

（２）研修等 

    職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに施設の管理運営に必要な

知識と技術の習得に努めること。 

（３）緊急時の対応 

    防火管理者を配置し、火災時における避難誘導訓練等の緊急対策及び防犯・防災

対策について、マニュアルを作成し、訓練を行うこと。 

 

３ 事業計画書の作成 

   指定管理者は、毎年度２月末までに次年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、

市へ提出すること。また、作成に当っては市と調整を図ること。 
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４ 事業報告書の作成 

（１）年次報告書 

   指定管理者は、毎年度５月１０日までに事業報告書を市に提出すること。事業報告

書の主な内容は次のとおりとし、詳細については、市が指定管理者と締結する協定で

定める。 

   ア 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理業務の実施状況 

及び利用状況、組織体制、利用者数、利用者満足度、施設設備維持管理状況、課 

題分析と自己評価 

   イ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用料金の収入実績 

   ウ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理に係る経費の収 

支状況 

（２）業務報告 

    指定管理者は、毎月報告書を作成し、翌月の１０日までに市に提出すること。  

報告書の詳細は市が指定管理者と締結する協定で定める。なお、項目については、

施設利用の状況、利用料金の収入状況、利用者等からの苦情とその対応状況、その

他必要事項を含むものとする。 

 

５ 事業評価業務 

   指定管理者は、利用者等のアンケート等により満足度調査等を行い、利用者等の意

見や要望を把握し、管理運営に反映させるよう努めること。 

 

６ 関係機関との連絡調整 

   指定管理者は、市のほかの関係施設等との連絡調整を図ること。 

 

第７ 国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理運営に必要な業務の 

基準 

１ 個人情報保護義務 

  指定管理者には、国東市国見体育施設及び国東市国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理運

営を行うに当って取扱う個人情報の保護のために国東市個人情報保護法施行条例に

より、個人情報の適切な取り扱いの業務が課せられる。 

 

２ 監査 

   国東市監査委員等が市の事務を監査するに当り、必要に応じて指定管理者に対し、

実地に調査し、又は必要な記録の提出を求められる場合がある。 

 

３ 指定管理者業務期間前に行う業務 

（１）協定項目についての市との協議 

（２）利用料金等の設定 

（３）配置する職員等の確保、職員の研修 

（４）業務等に関する各種規程の作成、協議 

（５）現行からの業務引継ぎ 



9 
 

４ 保険への加入 

  指定管理者は、募集要項、仕様書に定める自らのリスクに対し、適切な範囲で保険等

に加入すること。 

 

第８ 協定事項 

１ 協定の締結 

   市は、指定管理者と業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事項

等について協議の上、協定を締結する。協定は、指定期間全体の包括的協定及び事業

年度ごとの年度協定とする。 

（１）包括協定 

    指定期間、指定管理者の業務の範囲、業務内容の変更中止等、指定管理者の責務、

利用料の徴収、個人情報等の管理の取扱、モニタリング及び事業報告に関する事項、

指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項、一般的損害に対する損害賠償責

任、利用に係る不服申し立てに関する取扱、権利義務の譲渡の禁止、危険負担に関

する事項、備品等の管理物件に関する事項、修繕等の費用負担、原状回復義務、帳

簿等の整備、管理規程の制定、重要事項の変更の届出、事故報告、その他必要と認

める事項 

（２）年度協定 

    業務の仕様、その他必要と認める事項 

 

第９ 留意事項 

  指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、国東市国見体育施設及び国東市国

見Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理について、定めのない事項又は疑義が生じた場合には、市

と協議の上決定するものとする。 

 

管理業務仕様書の添付書類 

① 国見体育施設及び国見Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例 

② 国見体育施設及び国見Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例施行規則 

③ 国東市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

④ 国東市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

 


